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平成から令和に改元される直前、厚生労働省の
受動喫煙対策のホームページに「なくそう！望ま

ない受動喫煙Webサイト」がアップされました
（図１）。
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オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その56）
改正健康増進法　病院は原則敷地内禁煙
①厚生労働省「なくそう！望まない受動喫煙Webサイト」
②「改正健康増進法の施行に関するQ&A」が公表されました
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赤の矢印をクリックすると図２になり
ます。本誌会員の多くの皆様は病院やク
リニックを経営されているので左下の

「事業者のみなさん」をクリックしてくだ
さい。

さらに、図３から「病院・学校」を選ぶと
図４のようにすべての病院は敷地内禁煙
が求められており、その期限は７月１日
とされています（図５）。精神科や緩和ケ
アなどの例外規定はありません。

本誌５月号で解説したように第一種施
設には「施設を利用する者が通常立ち入
らない場所」に特定屋外喫煙場所を設置
することが容認されてはいますが、健康 図２．「なくそう！望まない受動喫煙」のトップページ

図３．施設ごとの受動喫煙対策 図４．病院は原則敷地内禁煙

図５．学校・病院等は７月１日から原則敷地内禁煙
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図６．「全国統一　けむい問模試」

図７．「けむい問模試」の認定証

局長通知（２月22日）の「特定屋外喫煙場所を設置
することを推奨するものではないことに十分留意
すること」の意図を読み取りましょう。同じ５月号
の「編集室だより」で紹介した単科の精神科である
平成病院（八代市）のように敷地内全面禁煙をきっ
ぱりと選択して欲しいと思います。敷地内禁煙に
なれば禁煙治療に医療保険が適用されます。喫煙
するすべての患者さんに禁煙治療を提供していき
ましょう。
　また、同サイトには受動喫煙対策のマスコット
キャラクター「けむいモン」の啓発クイズ「けむい
問模試」が「街編、家編、店編」の３種類、それぞれ10
問用意されています（図６）。各質問を回答した後
に正しい回答が表示され、正解について丁寧に説
明されています。さらに、80点以上を獲得したら

「受動喫煙対策博士の認定書」がもらえます（図
７）。お堅いイメージの厚生労働省ですが、遊びな
がら受動喫煙のことを再認識できますので、皆さ
んも回答した上で患者さんたちにもアクセスする
ことを推奨してください。

②	「改正健康増進法の施行に関するQ&A」
　厚生労働省の図１のサイトの下の方、「その他」
に受動喫煙対策について11分野59問のQ&Aが４
月26日付けで公開されています。病院が関係する

Questionを図８に示しますのでAnswerはホーム
ページでご確認ください。
（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/	
000506163.pdf）
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図８．第一種施設（病院等）に係わるQuestion




